
公    告 
 

令和８年４月１４日 
 
広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）都市再開発の方針の決定について、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第１６条第１項及び広島市都市計画公聴会開催要領第４条の規定により、次の
とおり、この都市計画の素案を閲覧に供するとともに、公聴会を開催します。 
 

広島市長 松井 一實 

 
１ 都市計画素案の種類 

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）都市再開発の方針の決定 
 

２ 都市計画の素案の閲覧場所 
（１）広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号  広島市都市整備局都市計画課 
（２）広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号  中区役所建設部建築課 
（３）広島市東区東蟹屋町９番３８号     東区役所建設部建築課 
（４）広島市南区皆実町一丁目５番４４号   南区役所建設部建築課 
（５）広島市西区福島町二丁目２番１号    西区役所建設部建築課 
（６）広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号 安佐南区役所農林建設部建築課 
（７）広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号 安佐北区役所農林建設部建築課 
（８）広島市安芸区船越南三丁目４番３６号  安芸区役所農林建設部建築課 
（９）広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号  佐伯区役所農林建設部建築課 

 
３ 閲覧期間 
  令和８年４月１４日（火）から令和８年４月３０日（木）まで 
 
４ 公聴会開催の日時及び場所 
  日時 令和８年５月２７日（水）午後２時から午後４時まで 
  場所 ＪＭＳアステールプラザ 中ホール（中区加古町４番１７号） 
  ※ 一般の方の傍聴を受け付けます。 
  ※ 他市町分の公聴会（広島県主催）も併せて開催されます。 
 
５ 公述の申出方法等 
（１）公述の申出方法 
   都市計画素案について、公聴会に出席して意見を述べること（以下「公述」という。）ができま

す。公聴会に出席して意見を述べることができる者（以下「公述人」という。）は、原則として本
市に住所を有する者です。（法人も対象） 

   公述を行おうとする者は、①氏名、住所及び電話番号②述べようとする意見の要旨及びその理由
（４００字以内）等を記載した書面（以下「公述申出書」という。）を広島市長（〒730-8586 広
島市都市整備局都市計画課）へ提出してください。 

（２）公述申出書の提出期間 
   令和８年４月１４日（火）から令和８年４月３０日（木）まで（郵送の場合は、令和８年４月３

０日（木）までの消印のあるものを有効とします。） 
 
６ 公述人の選定等 
   市長は、前記５の書面を提出した者のうちから、公聴会において公述する者を選定し、選定の結

果を通知します。 
 
７ 公聴会開催の中止等 
   公述申出書の提出期間内に公述の申出がない場合、公聴会を中止します。また、公述の申出が少

ない場合には、公聴会の開催時間を短縮します。 
 
８ 公聴会等に関する問い合わせ先 
   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 
   都市整備局都市計画課（電話（082）504-2268） 


